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○八戸市の休日に関する条例 

平成２年３月28日条例第20号 

 

（市の休日） 

第１条 次の各号に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。 

(１) 日曜日及び土曜日 

(２) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

(３) 12月29日から翌年の１月３日までの日 

２ 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。 

（期限の特例） 

第２条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則（議会及び執行機関の定

める規則を含む。以下同じ。）で規定する期間（時をもって定める期間を除く。）をもって定める

ものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規

則に別段の定めがある場合は、この限りでない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２年５月27日から施行する。 

（八戸市職員退職手当支給条例の一部改正） 

２ 八戸市職員退職手当支給条例（昭和29年八戸市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「25日」を「23日」に改める。 

（八戸市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 前項の規定による改正後の八戸市職員退職手当支給条例（以下「新条例」という。）第３条第１

項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の退職による退職手当について

適用し、施行日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。 

４ 施行日の前日に在職する職員であって給料が日額で定められている者が施行日以後に退職した場

合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば

支給を受けることができた附則第２項の規定による改正前の八戸市職員退職手当支給条例第３条か

ら第５条の２まで及び第６条、八戸市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例（昭和37年八戸

市条例第30号。以下「条例第30号」という。）附則第６項又は八戸市職員退職手当支給条例の一部

を改正する条例（昭和48年八戸市条例第42号。以下「条例第42号」という。）附則第５項から第８

項までの規定による退職手当の額が、新条例第３条から第５条の２まで及び第６条、条例第30号附

則第６項又は条例第42号附則第５項から第８項までの規定による退職手当の額よりも多いときは、

これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当

の額とする。 

附 則（平成５年３月31日条例第４号） 

（施行期日等） 

１ この条例は、平成５年５月23日から施行する。 

（八戸市職員退職手当支給条例の一部改正） 

２ 八戸市職員退職手当支給条例（昭和29年八戸市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項中「20日」を「18日」に改める。 

第３条第１項中「23日」を「21日」に改める。 

第10条第２項中「20日」を「18日」に改める。 

（八戸市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 前項の規定による改正後の八戸市職員退職手当支給条例（以下「新条例」という。）第２条第２

項及び第10条第２項の規定は、平成５年５月23日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる

勤続期間の計算について適用し、同日前の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計

算については、なお従前の例による。 

４ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日に在職する職員であって給料が日額で定

められているものが施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理

由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた附則第２項の規定による改
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正前の八戸市職員退職手当支給条例第３条から第５条の２まで及び第６条又は八戸市職員退職手当

支給条例の一部を改正する条例（昭和37年八戸市条例第30号）附則第６項（以下「条例第30号附則」

という。）若しくは八戸市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例（昭和48年八戸市条例第42

号）附則第５項から第８項まで（以下「条例第42号附則」という。）の規定による退職手当の額が、

新条例第３条から第５条の２まで及び第６条又は条例第30号附則若しくは条例第42号附則の規定に

よる退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支

給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。 


